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ⅠⅠⅠ   新新新地地地方方方公公公会会会計計計制制制度度度にににつつついいいててて   

   

 

1.導入の背景 

 
 平成 18 年 5 月に「新地方公会計制度研究会報告書」が公表され、それを受けて総

務省から示された「地方行革新指針（平成 18 年 8 月）」に基づき、人口 3 万人以上

の都市などは普通会計及び連結の財務書類 4 表（貸借対照表・行政コスト計算書・純

資産変動計算書・資金収支計算書）の作成及び公表に取り組むことになりました。 

 羽生市においては、これまで旧総務省方式に基づき貸借対照表及び行政コスト計算

書を公表しておりましたが、平成 20 年度決算分から地方公会計改革に基づく「総務

省方式改訂モデル」による財務書類 4 表の作成に移行しました。 

 

 

 

2.導入の目的 

 

従来の地方公共団体の会計方式である「現金主義・単式簿記」では、単年度ごとの

支出ベースでの決算しか把握できず、例えば退職金の引当金などの将来発生する費用

や、建物などの減価償却を正しく把握することができません。そのため、「現在の資

産・債務の実態はどうなっているのか」、「将来の負担に関していくら必要となるのか」

といった全体を網羅した費用を把握できませんでした。 

 そこで、「発生主義・複式簿記」による財務書類を作成することで、見えにくいコ

ストや正確なストックを民間に近い手法で把握し、その結果を将来の行財政経営へ活

かすこと、また、資産や債務の管理を適切に行うことにより、将来的な資産の活用方

針の策定や適正な借入計画につなげることなどを目的としています。 
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3.作成の基準等 

 

① 作成基準日 

平成 21 年 3 月 3１日 

 

② 基礎数値 

昭和 44 年以降決算統計データ 

 

③ 対象会計範囲 

 

    ※(財)シルバー人材センター・(福)社会福祉協議会・岩瀬土地区画整理組合については、出資比

率が 50％未満のため連結対象外としています。連結会計財務諸表の作成に当たっては、対象

となる会計及び法人間で行われる資金の出資等をすべて内部取引として相殺消去処理をして

います。 
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④ 財務 4 表相関図 

 

 
 

 

① 借対照表の資産のうち『資金（歳計現金）』の金額は、資金収支計算書の『期末資金残高』と対

応します。 

② 貸借対照表の『純資産』の金額は、資産と負債の差額となっており、純資産変動計算書の『期末

純資産残高』と対応します。 

③ 行政コスト計算書の『純経常行政コスト』の金額は、経常行政コストと経常収益の差額となって

おり、純資産変動計算書の『純経常行政コスト』と対応します。 
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4.財務 4 表とは  

 

① 貸借対照表【バランスシート】 

 

    地方公共団体が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、そ

の資産をどのような財源（負債・純資産）で賄ってきたかを表しています。 

    この貸借対照表では、左側（借方）にこれまで取得した土地・建物、現金・預金

などの資産を、また右側（貸方）にその資産を形成したことによる将来世代の負担

「負債」と、これまでの世代や国・県が既に負担したもの「純資産」が示されてい

ます。 

    また、資産の合計額（借方）と負債・純資産の合計額（貸方）は一致し、左右が

バランスしていることからバランスシートとも言われています。 

 

 
 
 

② 行政コスト計算書【損益計算書】 

 

    貸借対照表では資産形成につながる費用が累積計上されるのに対し、行政コスト

計算書は、当該年度（単年度）中に資産の形成以外に使われた費用（福祉活動やごみ

収集等）が計上されています。 

また、収入については、経常収益（使用料・手数料、分担金・負担金・寄付金）

のみとすることで受益者負担を意識したものとなっています。 
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③ 純資産変動計算書 

 

貸借対照表の純資産（資産から負債を引いたもの）の会計年度の動きを明らかに

するもので、新地方公会計制度で新たに追加された財務諸表です。貸借対照表の純資

産の詳細とも言えます。 

 
 

④ 資金収支計算書【キャッシュフロー計算書】 

 

現金の流れを示すものであり、その収支を性質に応じて①経常的収支、②公共資

産整備収支、③投資・財務的収支と区分して表示することで、どのような活動に資金

を必要としているかを表しています。羽生市の場合は、経常的収支と公共資産収支の

剰余金で、投資・財務的収支の不足を補っているような形となっております。 
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ⅡⅡⅡ   財財財務務務 444 表表表【【【概概概要要要】】】   
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ⅢⅢⅢ   財財財務務務 444 表表表ののの科科科目目目解解解説説説   

 

1. 貸借対照表 

 

 【資産の部】  

 

    公共資産 

① 「有形固定資産」 

地方公共団体が行政サービスを提供するために、長期にわたって使用または利

用するものとして所有し、物理的に存在し実体をもつ資産をいいます。具体的に

は市が所有している庁舎、道路、公園、学校等の土地や建物などを指します。 

② 「売却可能資産」 

公共資産のうち、普通財産（行政サービスに供していない財産）で売却可能な

もの計上しており、便宜上 500 ㎡以上の更地とし、評価額は固定資産評価額を基

に算出しています。 

 

投資等 

③ 「投資及び出資金」 

地方公共団体金融機構出資金や埼玉県信用保証協会への出資金です。 

④ 「貸付金」 

入学準備資金貸付金や老人居室貸付金です。 

⑤ 「基金等」 

市民福祉建設基金や協働によるまちづくり基金等の特定目的基金、国民健康

保険特別会計の保険給付支払基金、介護保険特別会計の介護給付費準備基金、

中小企業従業員退職金等共済事業特別会計の共済基金、埼玉県都市競艇組合の

事業運営調整基金等です。なお、財政調整基金と減債基金は「流動資産」の「現

金預金」に計上されています。 

⑥ 「長期延滞債権」 

市税や貸付金、分担金、負担金等の滞納分について、前年度以前に発生した

ものを計上しています。なお当該年度に発生したものは「流動資産」の「未収

金」に計上しています。 

⑦ 「回収不能見込」 

過去の不能欠損処理（時効等により徴収をしないこととする処理）等の回収

不能実績をもとに、今後回収できないと見込まれる額です。 
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流動資産 

① 「現金預金」 

歳入決算から歳出決算を差し引いた「歳計現金」の他に、「財政調整基金」（財

源を調整する基金として大幅な減収や災害発生などの思わぬ支出の増加備えた

基金）と「減債基金」（公債費の償還を計画的に行うための基金）も含まれてい

ます。 

② 「未収金」 

市税や貸付金、分担金、負担金等の滞納分で当該年度に発生したものです。 

 

 

 【負債の部】  

 

    固定負債 

① 「地方債」 

市債残高のうち、平成 22 年度以降に償還が予定されているものです。 

② 「長期未払金」 

すでに物件の引渡しやサービスの提供を受け、まだ未払いになっている額で、翌

年度以降の支払額です。なお、翌年度分については流動負債に計上しています。 

③ 「退職手当引当金」 

当該年度末に職員全員が普通退職したと仮定した場合の支給額で、将来支払う必

要がある金額です。 

④ 「損失補償引当金」 

自治体財政健全化法の健全化判断比率の一つである「将来負担比率」の算定に含

めた土地開発公社、第 3 セクター等の設立法人の負債の額に係る一般会計等負担

見込み額（上記②「長期未払金」に計上分は除く）です。 

 

    流動負債 

① 「翌年度償還予定地方債」 

翌年度の元金償還予定額です。 

② 「短期借入金」（翌年度繰上充用金） 

当該年度において歳入歳出差引で赤字になり、翌年度の歳入を繰り上げて当該年

度の歳入に充てた場合に計上があります。当市においては黒字決算のためゼロと

なります。 

③ 「未払金」 

上記「固定負債」の「長期未払金」のうち、平成 21 年度支払予定額です。 
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④ 「賞与引当金」 

翌年度 6 月に支払予定の期末勤勉手当のうち、今年度負担相当額（平成２２年 12

月から３月までの４カ月分）です。 

 

 

 【純資産の部】  

 

 純資産は、企業で言うところの自己資本です。財産形成に使用した財源のうち、

主に現在までの世代が負担した部分であり、資産から負債を引いた残額です。 

 

 

 

2. 行政コスト計算書 

 

 行政コスト計算書とは、資産形成に結びつかない 1 年間の行政サービスを提供

するために費やした経費（経常行政コスト）と、その経費に充てた施設利用料な

どの受益者負担（経常収益）を表しています。なお、税収は収益として含めてい

ないため、大幅なコスト超過となり、この分が、市税や地方交付税などの一般財

源で賄わなければならないコストとなります。なお、市税や地方交付税などは「純

資産変動計算書」に計上されています。 

 

  経常行政コスト  

  

  人にかかるコスト 

① 「人件費」 

給与費等から退職手当負担金及び前年度賞与引当金を除いた額です。 

② 「退職手当引当金繰入等」 

職員が１年間勤務したことにより、新たに増加した退職手当引当金の額です。 

③ 「賞与引当金繰入額」 

当該年度に貸借対照表に計上した賞与引当金の額です。 

 

  物にかかるコスト 

① 「物件費」 

旅費、高熱水費、委託料、備品購入費等の額です。 

② 「維持補修費」 

施設などの維持補修に要する経費です。 
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③ 「減価償却費」 

有形固定資産が経年劣化等に伴い価値が減少したと認められる額です。 

 

  移転支出的なコスト 

① 「社会保障給付」 

児童手当の支給、高齢者や障がい者に対する援護措置、生活保護などに要する

経費です。 

② 「補助金等」 

各種団体に対する補助金等の額です。 

③ 「他会計等への支出額」 

特別会計など他会計に対する財政的な支援額です。 

④ 「他団体への公共資産整備補助金等」 

外郭団体等の他団体が自治体からの補助金を財源に公共資産を整備した場合、

整備された資産は自治体の資産ではないので、有形固定資産として貸借対照表に

は計上せず、自治体のコストとして行政コスト計算書に計上となります。 

 

  その他コスト 

① 「支払利息」 

地方債の支払い利息です。 

② 「回収不能見込計上額」 

貸借対照表の資産に計上している「回収不能見込額」の前年度と当該年度の差

額に、当該年度の不能欠損（時効等により徴収をしないこととする処理）額を加

算した額です。 

③ 「その他行政コスト」 

上記のいずれにも属さないコストです。 

 

経常収益  

  

使用料・手数料 

施設使用料や証明書発行手数料等の額です。 

分担金・負担金・寄附金 

児童運営費負担金（保育料）や後期高齢者広域連合の市町村負担金等の額です。 

保険料 

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の額です。 
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事業収益 

水道、下水道、埼玉県都市競艇組合、羽生市土地開発公社、(財)地域振興センタ

ー、羽生の里の事業収入です。 

その他行政サービス収入 

上記以外の収入です。 

 

 

3. 純資産変動計算書 

   

期首純資産残高 

前年度末の貸借対照表に計上されている純資産残高を計上しています。 

経常行政コスト 

行政コスト計算書の純経常行政コストをマイナス計上しています。 

一般財源 

① 「地方税」 

市税に長期延滞債権及び未収金計上額の内市税の増減額を加減した額です。 

② 「地方交付税」 

普通交付税及び特別交付税の額です。 

③ 「その他行政コスト充当財源」 

市税、地方交付税以外の経常的な一般財源で、地方譲与税、各種交付金や諸収

入等を計上しています。 

補助金等受入 

国庫支出金及び県支出金の額です。 

臨時損益 

① 「災害復旧事業費」 

災害復旧事業に要した経費です。 

② 「公共資産除売却損益」 

公共資産を除売却した場合の帳簿価格と売却額の差額です 

資産評価替えによる変動額 

資産評価替えの差額や売却可能資産に新規・追加計上した額です。 

期末純資産残高 

当該度末の貸借対照表に計上されている純資産残高を計上しています。 
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4. 資金収支計算書 

 

期首歳計現金残高 

前年度末の貸借対照表に計上されている「うち歳計現金」残高を計上していま

す。 

経常的収支額 

毎年度継続的に行われる経常的な行政活動の資金収支を計上しています。具体

的には、市税、地方交付税、使用料・手数料などの収入と人件費、物件費、社会

保障給付などの支出を計上しています。この収支の黒字が小さい場合には財政構

造が硬直化していることを示します。 

公共資産整備収支額 

 道路や学校など自団体で整備する公共資産整備支出、他団体に補助金等を支出

して公共資産を整備する公共資産整備補助金等支出、他会計への繰出金等のうち

建設費に充てられたものが計上されています。収入には、その財源となる国県補

助金等、地方債発行額などが計上されています。 

投資・財務的収支額 

 貸付金、基金積立金、地方債の元金償還額、他会計への繰出金等のうち地方債

の元金償還に充てられたものなどが計上されています。収入には、貸付金の返還

額や上記支出の財源となった地方債などが計上されています。 
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ⅣⅣⅣ   財財財務務務諸諸諸表表表ををを使使使っっったたた指指指標標標【【【連連連結結結ベベベーーーススス】】】   

 

1. 社会資本形成の世代間負担比率 

 

【計算式】  

過去・世代間負担比率（％）＝純資産合計÷公共資産合計×１００ 

将来世代間負担比率（％） ＝地方債残高÷公共資産合計×１００ 

 

 貸借対照表では、「純資産」が過去・現世代が負担した財源、「負債」が将来世

代の負担であるとういう特徴を活かして、公共資産の世代間の負担割合を知るこ

とができます。 

 

       ※公共資産額が少ない会計は除いております。 

 世代間負担比率の（※）平均的な値としては、過去・現世代負担比率は 50％か

ら 90％の間、将来負担比率は 15％から 40％の間の比率とされています。 

 羽生市全体では、平均値の範囲ですが、水道会計・下水道会計については、将

来負担率が高いことが分かります。 

 （※平均的な値は、全国の主な自治体における平成１８年度決算額を基に、監査法人トーマツ

で試算した値です。：出典『新地方公会計制度の徹底解説』監査法人トーマツ編） 
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2. 受益者負担比率 

 

【計算式】  

受益者負担比率（％）＝経常収益÷経常行政コスト×１００ 

 

各会計の行政コスト計算書から、各会計の支出額に対する収入額の割合（受益

者負担比率）を表したものです。１００％を超えていれば受益者負担により経常

コストが賄われていることになります。地方公共団体は利益を出すことが目的で

はないため、ほとんどの会計で１００％以下となります。ただし、企業会計や株

式会社では独立採算を目標としているため１００％を超えることが望ましいと言

えます。 

 

  

羽生市では、水道会計、利根水防事務組合、株式会社羽生の里の３会計が１０

０％を超えており、国保特会・老人特会・介護特会は、国県補助金を加えるとお

おむね１００％になります。しかし、実情としては下水道会計・国保特会・老人

特会・介護特会・後期特会については、一般会計からの繰入金に大きく頼ってい

る状況となっています。普通会計や人づくり連合は、経常収益である「使用料・

手数料」や「分担金・負担金」が少ないため、不足分を純資産である地方税・地

方交付税・補助金等で補っている状況です。 
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3. 資産老朽化比率 

 

【計算式】  

資産老朽化比率（％）＝減価償却累計額÷（有形固定資産合計―土地 

＋減価償却累計額）×１００ 

 

 有形固定資産のうち、土地以外の償却資産の取得価額に対する減価償却累計額

の割合を算出することにより、耐用年数と比較して償却資産の取得からどの程度

経過しているのかを全体として把握することができます。 

 

 
※有形固定資産額が少ない会計は除いております。 

 

 資産老朽化比率の（※）平均的な値は、35％から５０％の間の比率とされてい

ます。下水道会計が平均値を下回っておりますが、下水道の管については、耐用

年数が 40 年から 50 年と長いことから、比率が低くなっています。 

（※平均的な値は、全国の主な自治体における平成１８年度決算額を基に、監査法人  ト

ーマツで試算した値です。：出典『新地方公会計制度の徹底解説』監査法人トーマツ編） 
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4. 負債対資産比率 

 

【計算式】  

負債対資産比率（％）＝負債÷資産×１００ 

 

 各会計の貸借対照表から各会計の資産に対する負債の割合を表したものです。

比率が１００％を超えた場合は、債務超過になっていることを表しています。 

 

 
 

 水道会計・下水道会計については地方債の償還期間が長いため、比較的高い比

率となっております。国保特会等の福祉系特会は、地方債の借入といった負債が

ないためゼロとなっています。土地開発公社と株式会社羽生の里については債務

超過となっておりますが、既に経営改善に着手しておりますので、徐々に債務超

過は改善されるものと思われます。 
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ⅤⅤⅤ   参参参考考考資資資料料料   

 

1. 普通会計ベース財務４表【詳細】 
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2. 連結ベース財務４表【詳細】 
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